
 

第 73回岩手県環境影響評価技術審査会 

 

日 時  平成 29年 11月８日(水) 14:00～ 

場 所  盛岡劇場・河南公民館２階ミニホール 

 

次    第 

 

１ 開     会 

 

２ 議     事 

(１) 「岩手銀河(1)及び(2)ウインドファーム建設事業計画段階環境配慮書」について 

   （資料№1～資料№3） 

(２) その他 

 

３ 閉     会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【配付資料】 

資料№1：岩手銀河(1)及び(2)ウインドファーム建設事業に係る環境影響評価手続状況 

資料№2：岩手銀河(1)及び(2)ウインドファーム建設事業計画段階環境配慮書に対する意見（一関市・奥州市・

住田町） 

資料№3：岩手銀河(1)及び(2)ウインドファーム建設事業計画段階環境配慮書に対する委員からの事前質問・意

見及び事業者回答 



第 73 回岩手県環境影響評価技術審査会 出席者名簿 

 

【委 員】                               【敬称略・50 音順】 

氏 名 職   名 備考 

石 川 奈 緒 岩手大学理工学部助教  出席 

伊 藤   歩 岩手大学理工学部准教授 欠席 

久保田 多余子 国立研究開発法人森林研究・森林整備機構企画部研究企画科企画室長 欠席 

齊 藤   貢 岩手大学理工学部准教授 出席 

佐 藤 きよ子 元一関工業高等専門学校教授 欠席 

佐 藤 久美子 八戸工業高等専門学校准教授 出席 

島 田 卓 哉 国立研究開発法人森林総合研究所東北支所研究グループ長 出席 

鈴 木 まほろ 岩手県立博物館専門学芸員 出席 

高 根 昭 一 秋田県立大学システム科学技術学部准教授 欠席 

鷹 觜 紅 子 有限会社鷹觜建築設計事務所代表取締役 出席 

中 村   学 岩手県立盛岡第一高等学校指導教諭 欠席 

平 井 勇 介 岩手県立大学総合政策学部講師 出席 

平 塚   明 岩手県立大学総合政策学部教授 欠席 

由 井 正 敏 東北鳥類研究所所長 出席 

 

 

【事務局】 

氏 名 職   名 備考 

小野寺 宏 和 環境保全課 総括課長  

藤 村   朗 環境保全課 環境影響評価・土地利用担当課長  

佐 藤 高 久 自然保護課 自然公園担当課長  

菊 池 恭 志 環境保全課 主任主査  

吉 田 拓 司 環境保全課 技師  

山 岸 孝 気 県民くらしの安全課 技師  

池 田 享 司 資源循環推進課 主査  

千 葉 隆 一 自然保護課 主任主査  

高 橋 香菜子 都市計画課 技師  

福 地 千 春 建築住宅課 主査  

本 山 信 一 環境保全課 主査  

熊 谷 綾 子 環境保全課 主査  

 



岩手銀河(1)及び(2)ウインドファーム建設事業に係る環境影響評価手続状況 

 

 

事業の名称 岩手銀河(1)及び(2)ウインドファーム建設事業 

適用区分 法第１種 

事業の種類 風力発電所の設置 

事業の規模 出力 72,000kW 

事業の実施区域（予定地） 一関市、住田町 

事業者の名称 エコロジー総合研究所株式会社 

環境影響評価手続者 同上 

配慮書 

提出 平成２９年１０月 ４日 

縦覧期間 平成２９年１０月 ５日～平成２９年１１月 ６日 

住民等の意見書の提出期間 平成２９年１０月 ５日～平成２９年１１月 ６日 

技術審査会の審査 平成２９年１１月 ８日 

知事意見の送付 
平成２９年  月  日 

（期限：平成２９年１２月 ３日）※60 日程度 

 

資料№１ 
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岩手銀河（１）及び（２）ウインドファーム建設事業計画段階環境配慮書に対する 

委員からの事前質問・意見及び事業者回答 

 

【１】 

≪配慮書≫ 全体 

 市町村等の関係機関、団体から意見等を十分に把握し、環境保全、自然保護の観点から支障

のないように対応いただきたい。 

なお、自然保護に関しては、野生動植物の専門家からも意見聴取していただきたい。 

            （県南広域振興局保健福祉環境部、一関保健福祉環境センター） 

【回答】 

ご指摘の通り引き続き対応してまいります。 

 

 

【２】 

≪配慮書≫ p2-2～8(p3～9) 

本事業は、最大出力 72,000kW をウインドファーム（1）（44,000kW）と（2）（28,000kW）

の合計で計画している。 

（1）と（2）を離れた箇所に設定しており、今後の予測・評価でどちらか１箇所での設置と

なった場合は、最大出力 72,000kW で計画し直すのか、それとも（1）あるいは（2）それぞれ

の予定出力を最大出力とするのか現時点での考えを教えていただきたい。 （齊藤 貢委員） 

【回答】 

現段階では最大出力 72,000kW の範囲で検討してまいりたいと考えます。 

ただ、ウインドファーム(1)あるいは(2)それぞれの事業実施想定区域の中で適正な配置を検討

してまいりますので、(1)及び(2)それぞれの最大出力想定を大幅に上回ることはないものと考え

ます。 

 

 

【３】 

≪配慮書≫ p2-3～4,p3-134 など（p4～5,p155 など） 

主要な既存道路から事業実施想定区域までのルートが、どこにも記載されていないが、既存

道路があるのか。 

既存道路があっても、拡幅工事等を行うのであれば、その場所も事業実施想定区域に含まれ

るのではないのかと考えられるが、事業者の見解を伺いたい。    （佐藤 久美子委員） 

【回答】 

ルートにつきましては p.2-9（10）、p.2-16（17）にお示しした通りです。ウインドファーム

（1）は県道 10 号から、ウインドファーム（2）は県道 10 号または国道 343 号から延びる林道を

用います。今のところ拡幅工事の予定はございません。 

 

 

資料№３ 
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【４】 

≪配慮書≫ p2-3,p2-9 など（p4,p10 など） 

 随所に束稲山の記載があるのに、平泉の地名がどこにも見当たらない。2-3(4)頁にあって

は、岩手県の全域の地図に平泉が隠されている。 

 2-9(10)頁にあっては、かなり離れた花巻市の地名が入っているが、平泉の地名は記載され

ていない。 

平泉が世界遺産に登録されてから多くの観光客が訪れるようになった。又、平泉にとどまら

ず近隣や三陸海岸の方にまで足を延ばす観光客も多い。 

平泉が世界遺産に登録されるまで弛まぬ努力を要した。近隣の世界遺産平泉の存在をどの様

に考えているのか、お聞かせ願いたい。 

景観は一日にしてならず。そこにあった歴史が積み上げられ今日の景観が形成されていると

考える。今回の事業実施想定区域を決めるにあたり、もう少し近隣の歴史を掘り起こし事業の

在り方を考えてほしい。                      （鷹觜 紅子委員） 

【回答】 

平泉については、ご指摘のとおり世界に誇るべき日本の遺産と認識しております。 

景観の面からみた場合、立地予定の風車が視認できるのは直線距離にして 10km 程度と考えら

れますが、事業実施予定区域から平泉まで 25km 程度隔たっており、視認は出来ないと考えます。

また、平泉を通る搬入ルートは予定していないことから、本事業によるその他の影響も及ばない

ものと考えております。 

「束稲山」地名の表示につきましては、ベース図として用いた地図に印刷されている地名であ

り、25 万分の 1程度の大縮尺の地図で紙面に「束稲山」が表示されますが、本事業との関連を

意図したものではありません。 

 

 

【５】 

≪配慮書≫ p2-9,2-19～20(p10,20～21) 

 図 2.3 では、蛇山変電所も図中に記載してあるが、この変電所については検討しないのか。 

検討しているのであれば、2.5 の(3)送電線、(4)系統連結地点の文中に記述すべきではない

か。 

同じく、図 2.3 では、搬入ルートとして一般国道 343 号を通るルートも図中に記載してある

が、このルートについては検討しないのか。 

検討しているのであれば、2.7 の(3)輸送計画の文中に記述すべきではないかと考えられる

が、事業者の見解を伺いたい。                  （佐藤 久美子委員） 

【回答】 

ご指摘のとおり蛇山変電所も系統連結地点の候補として検討しております。方法書に追加記載

いたします。 

また、ご指摘のとおり搬入ルートの候補として一般国道 343 号を通るルートも検討しておりま

す。方法書に追加記載いたします。 
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【６】 

≪配慮書≫ p2-18(p19) 

 図 2.10 を見ると国際リニアコライダー（ＩＬＣ）の事業予定地と隣接している。 

本書は、基本計画の段階であり実施計画策定に合わせて検討すべき事項の多くが配慮事項と

なっていないが、今後更に計画を詰めていくうえで、傾斜地での土砂の移動を始め超低周波音

並びに共振等による、周辺環境への影響又は後に周辺に計画されることになる施設設置への影

響等が懸念される。 

県などのＩＬＣの事業推進にあたる部署と情報共有するなど、密に連絡調整を図っていただ

きたい。                        （一関保健福祉環境センター） 

【回答】 

ご指摘に従い、ＩＬＣの関連部署との情報共有を密に図ってまいります。関連部署としては、

岩手県政策地域部科学 ILC 推進室、奥州市総務企画部 ILC 推進室、一関市市長公室 ILC 推進課を

想定しております。 

 

 

【７】 

≪配慮書≫ p2-18(p19) 

 図 2.10 によると、(仮称)住田ウィンドファーム事業の実施想定区域の中に、岩手銀河(2) 

ウインドファームの事業実施想定区域が完全に入っているが、すでに両者間で協議をしたの

か、それともこれから協議するのかお教えいただきたい。      （佐藤 久美子委員） 

【回答】 

(仮称)住田ウィンドファーム事業の事業者との協議は今後必要に応じ実施していく予定です。

なお、本事業の事業実施想定区域の地権者との土地の賃借契約は、現在進めております。 

 

 

【８】 

≪配慮書≫ p3-42(p63) 

 土地の掘削その他の土地の形質の変更（以下「土地の形質の変更」という。）であって、そ

の対象となる土地の面積が、環境省令で定める規模（3,000 ㎡）以上のものに該当する場合

は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、土壌汚染対策法第４条第１項に規

定する「一定規模以上の土地の形質の変更届」により、当該土地の形質の変更の場所及び着手

予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出ること。    （環境保全課） 

【回答】 

関係法令に従い適切に対処してまいります。 

 

 

【９】 

≪配慮書≫ p3-43,3-45,3-46(p64,66,67) 

 図 3.28 土壌図、図 3.29 地形分類図、図 3.30 表層地質図は、図及び凡例ともに不鮮明で、

字が読み取れないので、鮮明なものを提供いただきたい。      （鈴木 まほろ委員） 

【回答】 

図の色調などを再調整いたします。なお、調整後の図面を別紙添付いたします。 
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分類基本調査 陸中大原（地形・表層地質・土じょう）（国土調査 経済企画庁 昭和 48 年）」 
図 3.28 土壌図（【９】の図面） 
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出典：「土地分類基本調査 陸中大原（地形・表層地質・土じょう）（国土調査 経済企画庁 昭和 48 年）」 

図 3.29 地形分類図（【９】の図面） 
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出典：「土地分類基本調査 陸中大原（地形・表層地質・土じょう）（国土調査 経済企画庁、昭和 48 年）」 
図 3.30 表層地質図（【９】の図面） 
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【10】 

≪配慮書≫ p3-112～114(p133～135) 

表 3.53 に示してあるように、事業実施想定区域周辺には多くの景観資源・眺望点・自然と

ふれあいの場が存在する。特に景観については、今後の予測・評価をしっかり行っていただき

たい。                               （齊藤 貢委員） 

【回答】 

ご指摘の通り対応してまいります。 

 

 

【11】 

≪配慮書≫ p3-112～115（p131～136） 

 事業実施想定区域は、岩手県の景観計画区域において一般地域の農山漁村景観地区に指

定されており、岩手県景観計画の景観形成基準への適合に努めることが必要です。 

 また、景観法第 16 条第１項に基づく届出が必要です。 

なお、事業実施想定区域が一関市に及ぶ場合には、景観法に基づく届出等について、一

関市の景観担当部署に確認願います。               （都市計画課） 

【回答】 

ご指摘の通り対応してまいります。 

現時点では、一関市建設部都市整備課（建築指導係）と協議中です。 

 

 

【12】 

≪配慮書≫ p3-141 など(p162 など) 

図 3.58 など配慮書全体を通して図中にも文中にも「保安林」としてあるが、保安林をまと

めず、水源かん養保安林や土砂崩壊防備保安林など種類別に分けて表記していただきたい。 

                 （佐藤 久美子委員） 

【回答】 

保安林を種別に区分いたします。なお区分後の図面を別紙添付いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS17081112
タイプライタ
-20-



図 2.6 法令等の制約を受ける場所の分布状況（【11】の図面）  
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【13】 

≪配慮書≫ p3-149(p170) 

図 3.62 において、主要な既存道路から事業実施想定区域までのルートが記載されていない

ためはっきりしないが、ルートとなる道路は災害の指定地域を通ることはないのかお教えいた

だきたい。                           （佐藤 久美子委員） 

【回答】 

事業実施想定区域までのルートの一部は、土石流危険渓流及び砂防指定地を通過します。参考

として図 3.62 に搬入ルートを重ねた図面を別紙添付いたします。なお、資材の搬入は土砂災害

が発生するような降雨が見込まれる場合は、工事用車両の運行を中止します。 

 

 

SS17081112
タイプライタ
-22-



 
図 3.62 災害防止に係る指定地域（【12】の図面） 
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【14】 

≪配慮書≫ p4-32(p202) 

本地域に生息するイヌワシペアの巣材は今春崩落しており、イヌワシは営巣できなかった。 

このイヌワシペアの営巣好適地はこの場所にしかないので、今後も巣をこの場所に再構築し

て繁殖するものと思われる。そのため、本事業に係るイヌワシ調査は、巣が再構築されて繁殖

を行う年度まで継続し、繁殖期における行動圏内部構造を把握してから、準備書を作る必要が

ある。                              （由井 正敏委員） 

【回答】 

ご指摘に従い、繁殖期の行動圏内部構造把握が出来るよう、粘り強く調査してまいります。 

繁殖中と繁殖失敗後ではペアの行動が異なることを念頭に、育雛中の行動と主要な狩場など重

要な場所を把握するよう努めます。 

 

なお、地元有識者からの情報によりますと、当該ペアの巣は昨シーズンに一度崩壊した後、再

構築し今シーズン繁殖に入りましたが、再び崩壊し失敗に至りました。当該ペアについては平成

8年以降ここ 20 年繁殖に失敗している模様で、今シーズンにつきましては周辺の隣接ペアにつ

いても繁殖失敗しているとのことです。 

上記の地元有識者からの情報や事業者自身の観察結果から、当該ペアが繁殖に失敗する原因と

しては 

 

①巣の崩落など営巣（地）の脆弱性 

②メスが老齢個体であるということ 

③餌料、狩場環境の悪化 

 

等があるものと推察いたします。特に③につきましては、由井ほか（2005）*にもご指摘され

ているように、餌動物であるノウサギ・ヤマドリ等の生息環境である落葉広葉樹林と狩場である

牧草地の荒廃も関与している可能性があることを念頭に置き、当該ペアの行動と植生との関係に

ついても留意し解析することとします。 

 

*由井正敏・関山房兵・根本理・小原徳応・田村剛・青山一郎・荒木直也，2005，北上高地に

おけるイヌワシ Aquila chrysaetos 個体群の繁殖成功率低下と植生変化の関係．日本鳥

学会誌，54(2)，67-78． 

 

 

【15】 

≪配慮書≫ p4-32(p202) 

表 4.22 の中で事業者は代償措置を述べている。アセスの基本は回避、低減であるが、配慮

書において回避をしないで最初から代償措置を記載するのは極めて不適切であり、まず事業そ

のものを見直す必要がある。                   （由井 正敏委員） 

【回答】 

回避措置としてまず、イヌワシの主要な行動域と重なっていると判断される鷹巣山周辺につい

て対象から除外いたしました。 

次に、事業実施想定区域として選定した岩手銀河(1)・(2)ウインドファーム地区については、

調査を実施しイヌワシの行動圏の内部構造を把握した上で、風車の設置位置を決定し、バードス

トライクのリスクを極力低減する方針です。 

その上で、代償措置として、近年本地域のイヌワシの繁殖率の低下を念頭に、風力発電事業の

野生動植物との共存、とりわけイヌワシとの共存についても重要な課題ととらえ、棄却した鷹ノ

巣山周辺を想定して狩場として整備・維持管理していくことを事業計画に盛り込む方針としまし

た。 
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